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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バインダーに部分的に埋め込まれた複数の再帰反射要素を含む舗道マーキングであって
、前記再帰反射要素が、再帰反射シートを含む露出した外側視認面と、前記視認面の下に
ある、収縮フィルム層を含む層とを含む舗道マーキング。
【請求項２】
　再帰反射シートを含む露出した外側視認面と、視認面下にある、収縮フィルム層を含む
層とを含む再帰反射要素。
【請求項３】
　バインダーに少なくとも部分的に埋め込まれている請求項２に記載の再帰反射要素を含
む再帰反射物品であって、サイン、テープ、個人用安全服および交通装置からなる群より
選択される再帰反射物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再帰反射要素、再帰反射要素を含む舗道マーキングおよび再帰反射シートの
ような再帰反射物品、再帰反射要素の製造方法、ラミネート、ならびにかかる再帰反射物
品の使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　道路に沿って移動するドライバーを誘導し、指示するために舗道マーキングを用いるこ
とは周知である。舗道マーキングは、ドライバーが夜間にマーキングを見ることができる
よう一般的に再帰反射性である。再帰反射性とは、表面に入射した光が反射して、入射ビ
ームの大半が、その源へ向かって戻る機構のことである。一般的な再帰反射舗道マーキン
グは、顔料塗料に部分的に埋め込まれたガラスまたはガラス－セラミック微小球を含む。
舗道マーキングの表面が濡れると、微小球は水でコートされ、これが再帰反射性を減じる
。
【０００３】
　様々な再帰反射要素または凝集体が舗道マーキングを用いる業界において記載されてき
た。
【０００４】
　例えば、米国特許第３，４１８，８９６号明細書（要約書）には、上および下面が平坦
で、垂直側壁に部分的に埋め込まれた複数の小さなガラス球によりカバーされた垂直側壁
を有し、平坦面の幅が、要素の厚さの少なくとも２倍で、１／８～１／２インチの厚さで
、幅は１インチを超えない、反射要素が記載されている。反射要素は、特に雨のときの夜
間の再帰反射性を改善するために反射マーカに組み込むことができる。要素は、溶剤フリ
ーのホットスプレー液体バインダーに組み込むことができる。
【０００５】
　他の例を挙げると、米国特許第５，７５０，１９１号明細書にはプロセスが記載されて
おり、再帰反射要素が提供されている。再帰反射要素を作成するプロセスは、（ａ）光学
要素の土台と、熱可塑性材料を含む１つ以上のコア要素とを組み合わせる工程と、（ｂ）
光学要素とコア要素の組み合わせを十分な時間にわたって、十分な温度で攪拌して、光学
要素をコア要素にコートして、再帰反射要素を形成する工程とを含む。
【０００６】
　他の例を挙げると、米国特許第６，２４７，８１８号明細書には、乾燥または湿潤条件
下で再帰反射性である再帰反射要素を製造する方法が教示されている。その方法は、光学
要素および／または滑り防止粒子を選択した表面に配置する手段を提供する。
【０００７】
　様々な再帰反射要素が明らかになっているが、業界では、製造効率の改善した、かつ／
または性能の改善した他の再帰反射要素が有利であることが分かっている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一実施形態において、本発明は、バインダーに部分的に埋め込まれた複数の再帰反射要
素を含む舗道マーキングに関する。他の実施形態において、本発明は再帰反射要素に関す
る。更に他の実施形態において、本発明は、バインダーに少なくとも部分的に埋め込まれ
た本発明の再帰反射要素を含むサイン、テープ、交通装置および個人用安全服のような再
帰反射物品に関する。
【０００９】
　一態様において、本発明は、再帰反射シートを含む露出した外側視認層と、視認面下に
ある、収縮フィルム層を含む層とを有する再帰反射要素を開示している。
【００１０】
　他の態様において、本発明は、視認面と対向面とを有する再帰反射シートと、シートの
対向面の下に配置された（例えば、結合された）収縮可能層とを含むラミネートを開示し
ている。かかるラミネートは、本発明の再帰反射要素を形成するための中間体として有用
である。
【００１１】
　他の実施形態において、本発明は再帰反射要素の製造方法に関する。
【００１２】
　他の実施形態において、本発明は、本発明の再帰反射要素の使用方法に関する。
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【００１３】
　これらの各実施形態について、再帰反射要素の少なくとも一部の断面が、少なくとも１
つのコイルの形状、または実質的に円形形状の再帰反射シートの端部を含んでいてもよい
。再帰反射要素は、外径が約０．５ｍｍ～４ｍｍであるのが好ましい。再帰反射要素の少
なくとも一部は、実質的に中実のコアを含んでいてもよい。コアは、収縮フィルム、フィ
ラメント、ポリマー材料（例えば、フィルム）およびこれらの組み合わせを含んでいても
よい。再帰反射シートは、露出レンズまたは密閉レンズシートであってもよい。再帰反射
要素およびシートは、ガラス微小球、ガラス－セラミック微小球およびキューブコーナ要
素のような光学要素を含む。光学要素は、再帰反射シートの視認面のポリマー層に少なく
とも部分的に埋め込まれている。光学要素層は、予め形成された再帰反射シートとして提
供されるのが好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の再帰反射要素は、再帰反射シート、特に舗装マーキングのような様々な再帰反
射製品または物品を製造するのに用いることができる。図１を参照すると、例示的な再帰
反射物品１００は、バインダー層１５０と、反射要素の少なくとも一部が表面に露出する
ように、バインダー表面に少なくとも部分的に埋め込まれた多数の再帰反射要素１７０と
、を含む。
【００１５】
　本発明の再帰反射物品（例えば、舗道マーキング）は、新規な再帰反射要素を含む。図
２を参照すると、例示的な再帰反射要素２００は、通常、要素３３０の第１の寸法（すな
わち、長さ）と断面寸法２２０（すなわち、幅）の周囲に露出面２１０を有するものと定
義することができる。本発明の再帰反射要素は、要素の第１の寸法（すなわち、長さ）の
周囲の露出面は、光学要素２３０、すなわち、再帰反射シートの視認面で実質的にカバー
されているという一般的な特徴を共有している。
【００１６】
　本発明の再帰反射要素は、予め形成された再帰反射シートから作成されるのが好ましい
。様々な公知の再帰反射シートを用いてよい。かかる再帰反射シートは、再帰反射体のみ
でもよいし、トップコートと組み合わせた後にのみ再帰反射性を与えるものであってもよ
い。再帰反射性シートの２つの最も一般的なタイプは微小球ベースのシートおよびキュー
ブコーナベースのシートである。通常、再帰反射シートは、ポリマー層に少なくとも部分
的に埋め込まれた光学要素を含む２つの主面、すなわち、非視認面と視認面とを有する実
質的に平らなものである。キューブコーナ要素およびガラスまたはガラス－セラミック微
小球が最も一般的な光学要素であるが、光学要素が独立または拡散反射コアと組み合わせ
ると光を反射するのであれば顆粒、フレーク、繊維等を用いてもよい。
【００１７】
　例証の再帰反射要素の断面図および／または端面図を示す図２、図３ａおよび３ｂに図
示したようなある実施形態において、再帰反射要素は、（すなわち、長手方向に沿って）
それ自体に巻き付けた再帰反射シートを含む。本明細書で用いるコイルとは、間のポリマ
ー層に埋め込まれた光学要素の連続層を有する少なくとも２つの同心円部分を有するもの
を言う。３ｂの場合には、再帰反射シートの両端（すなわち、長さに沿って）がコイル巻
きされている。３ｃの場合には、再帰反射シートの対向端が重なっている。これらの各実
施形態は、要素の内側部分が、少なくとも１層の光学要素を含むという共通の特徴を共有
している。光学要素の内側層が再帰反射シートにより提供されているため、光学要素の層
は、再帰反射要素の内側全体に分散ではなく離散している。従って、内側部分の内部は、
光学要素のない層に近接する光学要素の離散した連続層である。本発明の再帰反射要素の
外側面層（すなわち、光学要素を含む層）が摩耗のために擦り減って剥がれると、要素は
もはや再帰反射性ではない。しかしながら、最終的に、コイル巻きした、または重なった
光学層を有する再帰反射要素は、要素のコア内の光学要素の続く層まで擦り減ると、再び
再帰反射性となる。あるいは、図３ｄに示すように、再帰反射シートの端部は、任意で小
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さなギャップを介して互いに接触する。しかしながら、それにも関わらず、本発明の再帰
反射要素の視認面は、光学要素で実質的にカバーされている。
【００１８】
　本発明の再帰反射物品の性能は、様々な技術により評価することができる。一般的に、
舗道マーキングは、８８．７６度の入口角および１．０５度の観測角を用いてＡＳＴＭ　
Ｅ１７１０、ＡＳＴＭ　Ｅ２１７６－０１およびＡＳＴＭ　Ｅ２１７７－０１に記載され
た通りにして、再帰反射輝度（ＲL）係数を求めることにより評価する。ＲLは、舗道マー
キングを乾燥または湿潤させて求めることができる。「新しい」舗道マーキングの場合に
は、湿潤反射率は、石鹸水を用いて求める。石鹸を添加すると、水の表面張力が減じて、
舗道マーキングの風化がシミュレートされる。舗道マーキングの表面張力は、酸化したり
、擦り減る等により増加するためである。
【００１９】
　ある好ましい実施形態において、再帰反射物品（例えば、舗道マーキング）は、匹敵す
るＲLを示すが、全体に用いる再帰反射シートが少ないため、かなりの費用効果があると
考えられる。例えば、舗道マーキングにおいて、全視認面は、再帰反射シートからなるこ
とが多い。これに対して、本発明の再帰反射要素が、１平方センチメートル当たり約１個
の要素の平均占有率で提供されると、再帰反射シートの量の面積基準で僅か約１４％しか
用いない。
【００２０】
　要素のサイズが大きい、または面積当たり複数の再帰反射要素を提供する（例えば、１
平方センチメートル当たり２個以上の要素）他の実施形態については、用いた再帰反射シ
ートの量は、視認面全体に再帰反射シートを含む物品に比べて、面積基準で２０％、３０
％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％および更に１００％以上であって
もよい。
【００２１】
　他の好ましい実施形態において、本発明の再帰反射要素は、改善された再帰反射特性、
例えば、高いＲL値を与える。例えば、露出レンズタイプの再帰反射シートまたは光学層
を提供すると、乾燥した再帰反射性を改善することができる。ある実施形態において、乾
燥時のＲL値は、少なくとも２０００ｍｃｄ／ｍ2／ルクス、少なくとも２５００ｍｃｄ／
ｍ2／ルクス、少なくとも３０００ｍｃｄ／ｍ2／ルクス、および少なくとも３５００ｍｃ
ｄ／ｍ2／ルクスである。意外にも、ある実施形態において、乾燥時のＲL値は、少なくと
も４０００ｍｃｄ／ｍ2／ルクス、少なくとも５０００ｍｃｄ／ｍ2／ルクス、更に少なく
とも６０００ｍｃｄ／ｍ2／ルクスである。他の実施形態において、湿潤反射率（すなわ
ち、石鹸により表面張力を減少させる）は改善され、少なくとも１５００ｍｃｄ／ｍ2／
ルクス、少なくとも２０００ｍｃｄ／ｍ2／ルクス、少なくとも２５００ｍｃｄ／ｍ2／ル
クス、および少なくとも３０００ｍｃｄ／ｍ2／ルクスである。最良の湿潤および乾燥再
帰反射輝度は、第１の要素が乾燥再帰反射性を与え、第２の要素が湿潤再帰反射性を与え
る再帰反射要素の組み合わせを用いることにより得ることができる。最良の湿潤および乾
燥再帰反射輝度はまた、湿潤時と乾燥時に、高いＲL値の組み合わせを有する再帰反射要
素を用いることにより得ることもできる。例えば、再帰反射要素は、乾燥時の前述したＲ

L値のいずれかと組み合わせて乾燥時の前述したＲL値のいずれかとを組み合わせたものを
有することができる。
【００２２】
　再帰反射要素は、様々な好適な方法により簡単に作成することができ、少なくともいく
つかを連続処理のために修正することができる。
【００２３】
　本発明の再帰反射要素を製造する一つの方法は、（ａ）（ｉ）視認面４１１と対向（す
なわち、非視認）面４１２とを有する再帰反射シート４１０と、（ｉｉ）シートの非視認
面に配置された収縮可能層４２０とを含む図４のラミネート４００を提供し、（ｂ）フィ
ルム層を収縮することを含む。これは一般的に、再帰反射シートの非視認面を収縮可能フ
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ィルム層に取り付ける（永久的に）ことによりなされる。あるいは、再帰反射シートは、
収縮可能フィルム層で製造可能である。収縮可能フィルム層を、シート全体または再帰反
射シートのロール全体に取り付けてから、ラミネートを所望のサイズに切断するのが便利
である。例えば、シートは、複数のストリップに切断することができ、ストリップの幅は
、再帰反射要素（すなわち、収縮後）の最終的な周縁またはコイル巻きした断面（すなわ
ち、幅）に対応している。ストリップの長さは、再帰反射要素の長さに対応していてもよ
い。しかしながら、あるいは、ストリップの長さは、１つ以上（すなわち、連続した）コ
イルまたは管形ストランドが形成されるようかなり長いものであってもよく、これは後に
離散した再帰反射要素へと切断される。
【００２４】
　一般的に、収縮可能フィルムは、単一の方向に収縮する。収縮方向に垂直なシートの端
部は一般的に互いに丸まって、図２および図３ａ～３ｄに示すように円形断面か、コイル
巻された断面を形成する。
【００２５】
　あるいは、２方向以上に収縮するフィルムもまた好適に用いられる。この態様について
、再帰反射収縮ラミネートは、収縮前に、一般的に所望の寸法（すなわち、長さ、幅およ
び形状）の片へと切断される。
【００２６】
　全片が実質的に同じサイズおよび形状となるように、再帰反射シートを片へと切断また
打ち抜いてもよい。あるいは、シートは、様々な異なるサイズおよび形状を与える不規則
なやり方で切断してもよい。収縮可能フィルム層の指向性収縮成分と組み合わせて再帰反
射シート片の初期形状に応じて、得られる再帰反射要素は、様々な規則および不規則形状
を有することができる。例えば、再帰反射要素は、実質的に円柱形および枕、立方体等の
形状であってもよい。
【００２７】
　様々な収縮可能フィルム材料が知られている。ここで用いる「収縮可能フィルム」およ
び「収縮可能層」とは、弾性記憶を有するために少なくとも１つの方向に減少可能なポリ
マー組成物のことを指す。主に、２つのタイプの収縮可能フィルムがある。第１のタイプ
は、周囲温度でエラストマーであるポリマーフィルムである。かかるフィルムは、機械的
に伸張して、再帰反射シートの非視認面に結合することができる。代表例としては、ラテ
ックス、ゴム、ニトリルゴムおよびスチレン－イソプレン－スチレン、スチレン－ブタジ
エン－スチレンおよびスチレン－エチレン／ブチレン－スチレン（例えば、「クラトン（
Ｋｒａｔｏｎ）」という商品名でシェル（Ｓｈｅｌｌ）より市販されているもの）のよう
な熱可塑性エラストマーが挙げられる。
【００２８】
　第２のタイプは、まずポリマー材料を所望の形状に押出す、またはその他成形すること
により弾性記憶が付与されたポリマーフィルムである。ポリマーを、高エネルギー放射線
、例えば、電子ビームに露光することにより架橋する、または架橋した材料の特性を与え
る。架橋は、紫外線に露光する、または、ポリオレフィンを用いるときは、化学的手段、
例えば、過酸化物により行う。架橋したポリマー材料を、加熱および変形し（例えば、少
なくとも１つの方向に伸張し）、急冷またはその他好適な冷却によりその状況、あるいは
それにかわる状況で固定する。同プロセスは、ポリマーを変形するのにより大きな力を使
うことにより融点より低くして行うことができる。変形した材料は、回復させるのに十分
な高温、ポリエチレンの場合には約２５０°Ｆに露出するまでほぼ無期限にその形状を維
持する。かかる材料はまた、熱収縮フィルムおよび熱回復フィルムとも呼ばれる。有用な
熱収縮材料は、一般的に、紫外線および酸化分解に対して安定化させてあるポリオレフィ
ン（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン）、ポリエステル（例えば、ポリエチレンテ
レフタレート）またはポリアミド（例えば、ナイロン）、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル
、ポリフッ化ビニリデンをはじめとする半結晶架橋ポリマーから構成されるがこれらに限
られるものではない。弾性記憶の特性はまた、結晶融点より高い温度でポリマーに相当の



(6) JP 4584938 B2 2010.11.24

10

20

30

40

50

強度を与えるのに十分な高分子量を有する架橋ポリマー（例えば、ポリオレフィンおよび
ビニルポリマー）の特性を有する材料にも付与される。非結晶ポリマー（例えば、ネオプ
レン）と、半結晶ポリマー（例えば、ポリエチレン）のブレンドもまた熱収縮材料として
有用である。大幅に分解することなく放射線により架橋されるポリエチレンとその他のポ
リマーの場合には、ウェブ処理および架橋化学を精密に制御するために電子ビーム架橋が
非常に望ましい。放射線架橋材料は、線量／モジュラス応答および強化および熱導電性を
増大するためのカーボンブラックの充填を促すために、任意でプロラド（ｐｒｏ－ｒａｄ
）（多官能性アクリレートまたはアリルモノマー）を含有する。かかる材料の配向は、一
般的に、押出しおよび架橋工程に従い、組成物の結晶融点より高い温度で行われる。材料
を伸張状態で冷却すると、配向は適所に固定される。通常、直径の変化に対応するには、
直線１インチ当たり約１５ポンドまでの回復力で約８までの伸張比が可能であり、伸張比
および架橋密度により制御することができる。
【００２９】
　コイル巻きした、または円形断面の再帰反射要素を得るには、収縮可能（例えば、フィ
ルム）層の回復力が、再帰反射シートを含有するラミネートの曲げ強度より大きい。回復
力は、弾性記憶と、収縮可能（例えば、フィルム）層の厚さの両方の関数である。収縮可
能（例えば、フィルム）層は、好ましくは、ラミネートの少なくとも１つの寸法において
少なくとも約５％収縮する。一般的に、収縮量は約２５％までである。収縮可能フィルム
の大量の回復エネルギーが吸収されるため、収縮可能（例えば、フィルム）層が、再帰反
射シートに結合する前、かなり高度の収縮を単独で有するのが一般的である。例えば、非
拘束（すなわち、結合前）の収縮可能フィルムは１５０％、２００％、２５０％等収縮す
る。一般的に、結合されていない収縮可能フィルムの収縮は約５００％以下である。従っ
て、間が任意の程度収縮している収縮可能フィルム層を有用に用いることができる。より
密にコイル巻きされた（例えば、実質的に固体の）再帰反射要素を得るには、低い曲げ強
度の再帰反射シートと組み合わせてより高い収縮力（パーセンテージおよび厚さ）が好ま
しい。出願人は、トップコートの存在により、再帰反射シートの曲げ強度が増大できるこ
とを知見した。従って、かかるトップコートが存在するときは、トップコートは、ラミネ
ートの収縮後に提供されるのが好ましい。収縮可能フィルムは一般的に連続しているもの
の、不連続フィルムもまた有用に用いられる。例えば、収縮可能フィルム材料またはエラ
ストマーストランドのストリップを再帰反射シートに結合してもよい。
【００３０】
　再帰反射シートまたはその片の寸法に応じて、収縮可能フィルム層は、再帰反射シート
を所望の寸法（例えば、ストリップ）に切断する前か後に結合される。収縮可能フィルム
は、（例えば、感圧）接着剤、ヒートラミネーション、化学グラフト、無線周波溶接、シ
ートの非視認面への収縮可能フィルム層の押出し、収縮可能フィルム層とシートのバッキ
ング層の共押出しおよびこれらの組み合わせによる等、任意の好適なやり方で非視認面に
取り付けることができる。
【００３１】
　収縮可能フィルムを非視認面に取り付けるのに様々な公知の接着組成物が好適である。
接着剤が、熱収縮プロセス中に大幅に流れないよう、十分に架橋される、または粘性であ
れば、ホットメルトおよび熱活性接着組成物を用いて、熱収縮フィルムを結合することが
できる。伸張したエラストマーフィルムの結合の場合には、接着剤の適用温度は、エラス
トマーフィルムの溶融温度より低いのが好ましい。熱収縮フィルムを再帰反射シートの非
視認面に結合するのに好ましい接着組成物は、感圧接着組成物である。感圧接着剤は、通
常、天然ゴム、合成ゴム、ブロックコポリマー、ポリビニルエーテル、アクリル樹脂、ポ
リアルファオレフィン、シリコーンおよび少なくとも１種類の粘着付与材と組み合わせた
これらの混合物のようなベースポリマーから構成される。様々な感圧接着剤は、例えば、
米国特許第６，６３２，５２２号明細書に記載されている。米国特許第６，６７７，０３
０号明細書および同第５，８０４，６１０号明細書に記載されているような高分子量アク
リル系接着剤およびゴム（天然および合成）系接着剤は、ポリオレフィンから構成された
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熱収縮フィルムに対して適正な接着力を示す傾向がある。
【００３２】
　接着結合の代わりに、またはこれに加えて、熱収縮フィルムの表面は、米国特許第４，
５６３，３８８号明細書に記載されているような表面コーティングを提供することにより
化学的にグラフトされていてもよい。これは、熱収縮フィルムの表面の少なくとも一部を
、アクリル酸、メタクリル酸およびそのエステル、アクリルアミド、メタクリルアミド、
立体非障害第３級アルキルアクリルアミドおよびメタクリルアミド、アルキル基に３個以
下の炭素原子を有する第２級アルキルアクリルアミドおよびメタクリルアミド、ならびに
Ｎ－ビニルピロリドンからなる群より選択される少なくとも１種類のモノマーでグラフト
重合することにより実施される。グラフト重合は、熱収縮フィルムの望ましい部分を、少
なくとも１種類の上記のモノマーを含む組成物でコーティングし、コートした部分をイオ
ン化放射線、例えば、電子ビーム放射線で照射することにより実施するのが好ましい。好
ましいコーティングは、多量のＮ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド（ＤＭＭＡ）、少量のポ
リアクリレート、例えば、トリメチロールプロパントリアクリレート（ＴＭＰＴＡ）と、
任意で微量の界面活性剤および酸または鉱物連鎖移動剤、例えば、硝酸または銀、銅等の
塩を含む。コーティングは、例えば、ファインローレットグラビアコータを利用して、熱
収縮フィルムに適用し、電子ビームにより薄いフィルムとして照射することができる。コ
ーティングは、ラミネートの曲げ強度を実質的に増大せず、伸張したときに別個の部分に
分解しないよう一般的に薄い（例えば、約１ミル）。エチレンメタクリル酸（ＥＭＭＡ）
バッキング層が存在するとき等、再帰反射シートの非視認面が酸含有ポリマーを含むとき
は、収縮可能フィルムへのグラフト重合が特に好適である。アクリレートモノマー（例え
ば、ＤＭＡ）の薄いコーティングと直接反応して、当該の官能基（例えば、アミン）を収
縮可能フィルム面に共有結合できるイオン化エネルギー（例えば、電子ビーム）を用いて
フリーラジカルを収縮可能フィルム面に生成してもよい。再帰反射シートバッキング（例
えば、ＥＭＭＡバッキング）の非視認面を、ラミネートを収縮させる収縮可能フィルムの
通常の融点より低いが、フィルム面を良好に濡らすのに十分に高い温度で収縮可能フィル
ムにラミネートするとき、十分に強いイオン引力が生じて、収縮プロセス中結合を維持し
、再帰反射シート面を平滑に（すなわち、接着剤のフローによりしわがない）保持する傾
向も有している。
【００３３】
　公知の屋外耐久性のために好ましい接着剤としては、隆起舗道マーカおよび舗道マーキ
ングテープに用いるのに好適なものが挙げられる。例えば、接着剤は、米国特許第５，９
０６，８８９号明細書、国際公開第９８／２４９７８号パンフレットおよび米国特許出願
公開第２００３／００９１８１５号明細書に記載されているような天然ゴム、ポリブタジ
エンまたはアクリルポリマーおよび粘着付与剤を含む。
【００３４】
　再帰反射シートの非視認面を、静的または連続方法により、収縮可能（すなわち、フィ
ルム）層にヒートラミネートしてもよい。ヒートラミネーションには、通常、熱、時間お
よび圧力が係る。ある静的ヒートラミネーション方法には、再帰反射シートの非視認面と
収縮可能（すなわち、フィルム）層を接触させて、加熱したプラテンプレスにてラミネー
トすることが含まれる。連続方法においては、フィルム層とシートを、一組の駆動ニップ
ロールに通過させることにより合わせてラミネートする。例えば、再帰反射シートと収縮
可能（すなわち、フィルム）層は、一組の鋼および／またはゴムコートニップロールに通
過させてもよい。ヒートラミネーション中、結合させるためにニップロールの一方または
両方を加熱することができる。ラミネーションプロセスで用いる条件は、互いにラミネー
トされるフィルムの種類に応じて異なる。例えば、直鎖低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ
）のような比較的低軟化点のフィルムは、一般的に、１８０°Ｆ～３３０°Ｆの範囲の温
度でヒートラミネートされる。ポリエチレンテレフタレート、高密度ポリエチレンおよび
ポリプロピレンのようなその他材料は、一般的に、約３３０°Ｆ以上のような高温でヒー
トラミネートされる。
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【００３５】
　本発明の再帰反射要素を製造する他の方法は、長手方向面を有する細長い部材を提供す
る工程と、細長い部材周囲に再帰反射シートを結合して、長手方向面がシートの主視認面
で実質的にカバーされるようにする工程とを含む。細長い部材は、再帰反射要素の内側の
一体部であるコア部材を含んでいてもよい。ポリマー材料（例えば、フィルム）、フィラ
メント（例えば、ポリマーまたは非ポリマー）中の好適なコア材料および押出された熱可
塑性ストランド。あるいは、細長い部材はツールであってもよい。例えば、本方法では、
再帰反射シートをマンドレル周囲で包んで、シートを重ねて視認面を露出し、重なり部分
で少なくとも結合させることを含んでもよい。同じく考えられるのは、中空管状コア部材
を提供し、管状コア部材を、ポリマーコーティングおよび光学要素でコートして、光学層
が予め成形しておいた再帰反射シートとして提供されるのでなく、インラインで形成され
ることである。この構造は、（例えば、熱可塑性）コア材料で同時または後に充填される
中間体であってもよい。
【００３６】
　再帰反射シートの非視認面は、細長いコア部材に結合してもよいし、かつ／または再起
反射シートは、再帰反射シートの非視認面を収縮（すなわち、フィルム）層に結合するた
めに前述したような任意の好適なやり方でそれ自体に結合（例えば、重なって）していて
もよい。感熱材料が存在しないときは、様々なホットメルト接着剤を有用に用いることが
できる。コア部材を、シートの非視認面と接触させる前に、架橋性接着剤を細長いコア部
材の周縁に適用するのが一般的に便利である。細長いコア部材は、再帰反射要素の断面幅
より小さな直径を有している。コア部材の長さが、再帰反射要素の所望の最大寸法より大
きい実施形態については、露出した表面で再帰反射シートで実質的にカバーされた（例え
ば、連続）細長い部材を、離散した再帰反射要素へ切断してもよい。
【００３７】
　これらの各実施形態において、再帰反射シートは、非視認面に配置された追加の層を含
んでいてもよい。例えば、再帰反射シートは、接着層を含んでいてもよい。かかる反射層
を用いて、収縮フィルム層をシートを非視認面に結合したり、シートの非視認面を細長い
コア部材に結合したり、再帰反射シートをそれ自体に結合して、重なりまたはコイルを形
成してもよい。
【００３８】
　あるいは、またはこれに加えて、これらの各実施形態は、再帰反射要素のコア材料とな
る追加のフィルム層を含んでいてもよい。この目的に好適なフィルム材料としては、様々
な熱可塑性および熱硬化性ポリマー材料およびこれらの組み合わせが挙げられる。例証の
熱可塑性材料としては、例えば、未架橋エラストマー前駆体（例えば、ニトリルゴム処方
）、エチレン－酢酸ビニルコポリマー、ポリエステル、ポリ酢酸ビニル、ポリウレタン、
ポリウレア、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、エチレンアクリレート／メタクリレートコ
ポリマー、エチレン－アクリル酸／メタクリル酸コポリマー、ポリビニルブチラール等が
挙げられる。例証の熱硬化性材料としては、アミノ樹脂、熱硬化性アクリル樹脂、熱硬化
性メタクリル樹脂、ポリエステル樹脂、乾燥油、アルキド樹脂、エポキシおよびフェノー
ル樹脂、イソシアネートベースのポリウレタン、イソシアネートベースのポリウレア等が
例示される。
【００３９】
　更に、トップコートを再帰反射シートの視認面、または再帰反射要素の露出面に適用し
てもよい。場合によっては、かかるトップコートは、シートの光学諸特性を完成する。す
なわち、シートは、トップコート適用後まで非常に低レベルの再帰反射性のみを有する。
他の場合には、トップコートは、再帰反射要素の完全性を改善し、要素においてその形状
を維持する補助をする。トップコートは、通常、可視光の少なくとも７０％を透過する。
トップコートは、好ましくは可視光の８０％以上を透過する、最も好ましくは９０％以上
を透過するよう十分に透明である。好適なトップコートとしては、ポリウレタン、ポリエ
ステル、アクリル樹脂、エチレンアクリル酸、エチレンメタクリル酸のような酸オレフィ
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ンコポリマー、ベース「イオノマー」で中和された酸オレフィンコポリマー、ポリ塩化ビ
ニルおよびそのコポリマー、エポキシ、ポリカーボネートおよびこれらの混合物が挙げら
れるが、これらに限られるものではない。好ましいトップコートとしては、好ましくは架
橋しておいたポリウレタンポリマー、アクリルポリマーおよびこれらのブレンドを含むコ
ーティング組成物が挙げられる。ある例証のトップコートは、マサチューセッツ州ウィル
ミントンのＩＣＩレジン（ＩＣＩ　Ｒｅｓｉｎｓ，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＭＡ）より「
ＣＸ－１００」という商品名で市販されているアジリジン架橋剤と混合された同じくＩＣ
Ｉレジン（ＩＣＩ　Ｒｅｓｉｎｓ）より「ネオレッズ（Ｎｅｏｒｅｚ）Ｒ－９６０」とい
う商品名で市販されている水系ウレタンである。他の例の水系アクリルトップコートは、
２００４年１月２９日公開の米国特許出願公開第２００４／００１８３４４－Ａ１号明細
書に記載されている。安定剤、着色剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤等のような様々な添加
剤をトップコート層材料に添加すると、処理、耐候性または再帰反射色に影響を及ぼす。
【００４０】
　ハードコートを再帰反射要素に適用してその耐久性を改善してもよい。様々なハードコ
ートが知られている。例えば、無機酸化物材料またはダイヤモンドライクカーボン材料を
含む薄い連続ハードコート層が国際公開第０３／０９１７６２号パンフレットに記載され
ている。約２０％～約８０％のエチレン化不飽和モノマー、約１０％～約５０％のアクリ
レート官能性コロイドシリカ、および約５％～約４０％の９９～５００原子質量単位の分
子量を有するＮ，Ｎ－二置換アクリルアミドまたはＮ－置換Ｎ－ビニル－アミドモノマー
から作成された好ましい耐摩耗性クリーマー（ｃｒｅａｍｅｒ）ハードコートコーティン
グは、米国特許第５，６７７，０５０号明細書（ビルカディら（Ｂｉｌｋａｄｉ，ｅｔ　
ａｌ．））に記載されている。
【００４１】
　本発明の再帰反射要素を作成したやり方に関らず、ある実施形態においては、再帰反射
要素の少なくとも一部が中実コアを含む。これは、例えば、シートをより密にコイル巻き
する、中空（例えば、管状形）ストランドを捻る、中空要素にコア材料を充填する、また
はその他手段により行える。中実コア要素は、中空再帰反射要素に比べて増大した衝撃強
さを示すと考えられる。
【００４２】
　本発明の再帰反射要素は、様々なコア材料で充填してもよい。好適なコア材料としては
、例えば、様々なポリマー材料が挙げられる。特に、フィルム層コア材料として用いるの
に前述した様々なポリマー材料を好適に用いることができる。例えば、かかる熱可塑性コ
ア材料を、製造中、中空コイルまたは管状形ストランドの中央部に同時に押出してもよい
。
【００４３】
　他の実施形態において、再帰反射要素は、少なくとも部分的に中空であり、キャビティ
を有している。キャビティは、要素の一つの断面端部から他へ連続していてもよい。ある
いは、キャビティは不連続であってもよい。不連続キャビティは、より密にコイル巻きさ
れた、または捻られた部分（例えば、要素の長さに沿って）のみに形成してもよい。更に
、ホットナイフで行えるように、中間要素コイルまたはストランドを離散要素へと切断す
る結果、キャビティは、再帰反射要素の少なくとも１つまたは両断面端部で不連続であっ
てもよい。少なくとも部分キャビティを要素内に提供すると、（例えば、舗道マーキング
の）バインダーが要素内部で吸い取られて、単なる表面結合でなく、要素の内部層と機械
的結合が形成され有利であると考えられる。これらの実施形態において、バインダーと混
合する前、再帰反射要素は少なくとも部分的に中空であるが、再帰反射要素は、バインダ
ーと混合されるとより一層中実となり、中実再帰反射要素の少なくとも一部は利点が得ら
れる。
【００４４】
　入口角－４．０度および観測角０．２度を用いて、ＡＳＴＭ規格Ｅ８０９－９４ａの手
順Ｂによる再帰反射係数（ＲA）が少なくとも約３ｃｄ／ルクス／ｍ2であれば、再帰反射
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要素は、任意のサイズおよび形状であってもよい。大半の舗道マーキング用途について、
ＲAは一般的に少なくとも約７ｃｄ／ルクス／ｍ2であり、好ましくは約８ｃｄ／ルクス／
ｍ2以上である。特に舗道マーキングについての再帰反射要素の好ましい最大寸法（すな
わち、長さ）は、一般的に約１０ｍｍまでであり、好ましくは約３ｍｍまでである。最小
寸法（すなわち、断面幅）は、一般的に、少なくとも約０．５ｍｍ、好ましくは５ｍｍ以
下である。再帰反射要素は、これらの記載した寸法にある任意の寸法であってもよい。
【００４５】
　本発明に用いる再帰反射シートは、通常、「露出レンズ」、「密閉レンズ」、「埋め込
みレンズ」および「カプセル化レンズ」と説明される。密閉レンズ再帰反射シートは、そ
の前面を保護するトップフィルムまたはカバー層（すなわち、ここではトップコート）、
例えば、スペーサ層により間隔の空いていることのあるその後面と光学的に関連のある反
射層を有する微小球の単層を有する再帰反射要素の単層と、微小球の前面を保護するカバ
ー層（すなわち、ここではトップコート）とを含む。「埋め込みレンズ再帰反射シート」
は、スペーサ層とその裏面と光学的に関連のある反射層とを有する微小球の単層と、微小
球の前面に埋め込まれたカバー層とを含む。キューブコーナ埋め込みレンズシートの一例
は、前および後面がポリマーマトリックスに埋め込まれたキューブコーナの単層と、キュ
ーブコーナの表面にコートまたは金属被覆された鏡面反射層とを含む。「カプセル化レン
ズ再帰反射シート」は、再帰反射要素の単層、すなわち、後面と関連している反射手段の
ある微小球の単層と、その前面に配置されたカバー層（すなわち、ここではトップコート
）、または空気界面を与えるその後面にシールされた層のある、鏡面反射金属層を有する
キューブコーナ要素の層とを含む。キューブコーナ要素の層はまた、一般的に、カバー層
、すなわち、ここではトップコートを含む。密閉レンズシートは、通常、その湿潤反射特
性にとって好ましい。
【００４６】
　「ビーズシート」と呼ばれることもある微小球ベースシートは業界に周知であり、一般
的に、ポリマー層に少なくとも部分的に埋め込まれ、鏡面または拡散反射材料（例えば、
金属蒸気またはスパッタコーティング、金属フレークまたは顔料粒子）と関連した多数の
微小球を含んでいる。かかるポリマー層もまたバインダー層と呼ばれることに留意するこ
とが重要である。微小球ベースシートの例は、米国特許第４，０２５，１５９号明細書（
マクグラス（ＭｃＧｒａｔｈ））、同第４，９８３，４３６号明細書（ベイリー（Ｂａｉ
ｌｅｙ））、同第５，０６４，２７２号明細書（ベイリー（Ｂａｉｌｅｙ））、同第５，
０６６，０９８号明細書（クルト（Ｋｕｌｔ））、同第５，０６９，９６４号明細書（ト
リバー（Ｔｏｌｌｉｖｅｒ））および同第５，２６２，２２５号明細書（ウィルソン（Ｗ
ｉｌｓｏｎ））に開示されている。
【００４７】
　プリズム状、マイクロプリズム状、三重鏡または全反射シートと呼ばれることもあるキ
ューブコーナーシートは、一般的に、入射光を再帰反射する多数のキューブコーナ要素を
含んでいる。キューブコーナ再帰反射体は、一般的に、ほぼ平らな前面と裏面から突出し
ているキューブコーナ要素の列を有するシートを含んでいる。キューブコーナ反射要素は
、通常、単一コーナ（キューブコーナ）と接触する３つのほぼ相互に垂直な側面を有する
三面構造体を含んでいる。用いる際、再帰反射体には、意図する観察者および光源の予測
される場所に向かうように配置された前面が与えられる。前面に入射した光は、シートに
入り、シート本体を通過して、要素の３面夫々によって反射されて、ほぼ光源に向かう方
向で前面から出て行く。全反射の場合には、空気界面には、ごみ、水および接着剤がない
ままとしなければならないため、シーリングフィルムにより封止されている。あるいは、
反射コーティングは、側面の裏側に適用されてもよい。キューブコーナシートのポリマー
としては、ポリ（カーボネート）、ポリ（メチルメタクリレート）、ポリ（エチレンテレ
フタレート）、脂肪族ポリウレタン、エチレンコポリマーおよびこれらのイオノマーが挙
げられる。キューブコーナシートは、米国特許第５，６９１，８４６号明細書（ベンソン
ジュニア（Ｂｅｎｓｏｎ，Ｊｒ．））に記載されているように、フィルムに直接鋳造する
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ことにより作成してもよい。放射線硬化キューブコーナのポリマーとしては、多官能性ア
クリレートまたはエポキシのような架橋アクリレートおよび単および多官能性モノマーと
ブレンドされたアクリル化ウレタンが挙げられる。更に、前述したようなキューブコーナ
は、より可撓性のキャストキューブコーナシートとするために、可塑化ポリ塩化ビニルフ
ィルム上にキャストしてもよい。これらのポリマーは、熱安定性、環境安定性、明瞭度、
ツールまたは成形型からの良好な剥離性および反射性コーティングを受容する能力をはじ
めとする１つ以上の理由のために用いられることが多い。
【００４８】
　シートが水分に露出される恐れのある実施形態において、キューブコーナ再帰反射要素
は、シールフィルムでカプセル化されているのが好ましく、またはキューブは鏡面反射コ
ートおよび埋め戻しされて、耐水性ポリマーにキューブ層を完全に埋め込む。キューブコ
ーナシートを、再帰反射性シートとして用いる場合には、バッキング層は、物品を不透明
にして、耐引っ掻き性および耐溝性を改善し、かつ／またはシールフィルムのブロック傾
向を排除する目的で存在させてもよい。キューブコーナベースの再帰反射性シートの例は
、米国特許第４，５８８，２５８号明細書（フープマン（Ｈｏｏｐｍａｎ））、同第４，
７７５，２１９号明細書（アプルドーンら（Ａｐｐｌｅｄｏｒｎ　ｅｔ　ａｌ．）、同第
４，８９５，４２８号明細書（ネルソン（Ｎｅｌｓｏｎ））、同第５，１３８，４８８号
明細書（ズゼック（Ｓｚｃｚｅｃｈ））、同第５，３８７，４５８号明細書（パヴェルカ
（Ｐａｖｅｌｋａ））、同第５，４５０，２３５号明細書（スミス（Ｓｍｉｔｈ））、同
第５，６０５，７６１号明細書（バーン（Ｂｕｒｎｓ））、同第５，６１４，２８６号明
細書（ベーコンジュニア（Ｂａｃｏｎ　Ｊｒ．））および同第５，６９１，８４６号明細
書（ベンソンジュニア（Ｂｅｎｓｏｎ，　Ｊｒ．））に開示されている。
【００４９】
　ある実施形態において、再帰反射シートは、拡散反射ポリマー材料と、鏡面反射特性の
実質的にない光学要素とを含む。ポリマー材料は、着色剤を含有していてもよいし、追加
のカラー層を提供してもよい。蛍光着色再帰反射シートは、交通管制用途に特に有用であ
る。しかしながら、再帰反射シートは、米国特許第３，２７４，８８８号明細書および同
第３，４８６，９５２号明細書に記載されたガラスビーズにより提供されるような、鏡面
反射光学要素と組み合わせた非拡散反射コア（すなわち、透明コア）を含んでいてもよい
。かかる鏡面コーティングを有するガラス－セラミックビーズのようなマイクロクリスタ
リンビーズの使用も考えられる。
【００５０】
　再帰反射シートは市販されている。例えば、再帰反射シートは、ミネソタ州セントポー
ルの３Ｍカンパニー（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｓｔ．Ｐａｕｌ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）よ
り「３Ｍスコッチライト反射ナンバープレートシート（３Ｍ　Ｓｃｏｔｃｈｌｉｔｅ　Ｒ
ｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｌｉｃｅｎｓｅ　Ｐｌａｔｅ　Ｓｈｅｅｔｉｎｇ）シリーズ３７５
０」および「３Ｍスコッチライト反射材料（３Ｍ　Ｓｃｏｔｃｈｌｉｔｅ　Ｒｅｆｌｅｃ
ｔｉｖｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌ）－シリーズ６８００高光沢感圧接着フィルム（Ｈｉｇｈｇ
ｌｏｓｓ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ｆｉｌｍ）」と
いう商品名で購入することができる。再帰反射シートは、他のメーカーからも市販されて
いる。
【００５１】
　本発明の舗道マーキングは、バインダー層の表面に部分的に埋め込まれた本発明の再帰
反射要素を含む。再帰反射要素をバインダーと混合する前に、再帰反射要素を、１回以上
の表面処理によりコートして、液体バインダー中の反射要素の接着を改善してもよい。再
帰反射要素は、再帰反射要素が適切に露出されるようその直径の約２０～７０％、より好
ましくは約４０～６０％バインダーに埋め込まれているのが好ましい。大きく埋め込まれ
た再帰反射要素もあるレベルの再帰反射性を与えるが、改善された角精度および／または
改善された湿潤再帰反射性のような再帰反射要素の垂直に延びる表面積によりもたらされ
る改善が減じる。
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【００５２】
　様々な一または二成分硬化性バインダー、および熱可塑性バインダーをはじめとする様
々な公知のバインダー材料を用いることができ、バインダーは溶融するまで加熱すると液
体状態となる。一般的なバインダー材料としては、ポリアクリレート、メタクリレート、
ポリオレフィン、ポリウレタン、ポリエポキシド樹脂、フェノール樹脂およびポリエステ
ルが挙げられる。好ましいバインダーとしては、米国特許第６，１６６，１０６号明細書
に記載された、１種類以上のアスパラギン酸エステルアミンおよび任意で１種類以上のア
ミン官能性共反応物質を含むアミン成分と、１種類以上のポリイソシアネートを含むイソ
シアネート成分とを有する二成分組成物、およびフィラー、増量剤、顔料およびこれらの
組み合わせの群より選択される材料が挙げられる。反射性塗料については、バインダーは
一般的に反射性顔料を含む。
【００５３】
　本発明の再帰反射要素は、湿潤塗料、熱硬化性材料または熱可塑性材料（例えば、米国
特許第３，８４９，３５１号明細書、同第３，８９１，４５１号明細書、同第３，９３５
，１５８号明細書、同第２，０４３，４１４号明細書、同第２，４４０，５８４号明細書
および同第４，２０３，８７８号明細書）のようなバインダーに落とすまたは流すことが
できる。これらの出願において、塗料または熱可塑性材料は、マトリックスを形成し、こ
れが、部分的に埋め込まれ、部分的に突出する配向で再帰反射要素を保持する役割を果た
す。マトリックスは、エポキシやポリウレタンのような耐久性のある二成分システムから
、または熱可塑性ポリウレタン、アルキド、アクリル樹脂、ポリエステル等から形成する
こともできる。
【００５４】
　一般的に、本発明の再帰反射要素は、従来の描画装置を用いて、道路またはその他表面
に適用される。再帰反射要素を落とすと、各再帰反射要素が、下方に配置されたその表面
の一つに静置されて、埋め込まれて、塗料、熱可塑性材料等に接合される。塗料またはそ
の他フィルム形成材料が完全に硬化すると、再帰反射要素が定位置に堅固に保持されて、
再帰反射マーキングを提供する。要素は、図１に示すような不規則なやり方で落としても
よい。再帰反射要素の異なるサイズを用いると、一般的に、表面に均一に分配される。あ
るいは、再帰反射要素は、図５に示すようなパターンで落としてもよい。図５は、交通方
向５１０から近づく入射光から極めて再帰反射性であり、方向５３０に実質的に低い反射
を示す（すなわち、再帰反射要素の長手方向表面部よりも端部で光が光る）。
【００５５】
　本発明の再帰反射要素は、予め形成されたテープ（例えば、舗道マーキングシート）に
用いることもできる。本発明の再帰反射要素は、通常、視認面に提供される。対向面に、
アクリロニトリル－ブタジエンポリマー、ポリウレタンまたはネオプレンゴムのようなバ
ッキングを与える。舗道マーキングテープの対向面はまた、通常、バッキングの下に接着
剤（例えば、感圧、熱または溶剤活性または接触接着剤）を含む。使用中、接着剤は、目
的の基材、一般的には舗道と接触する。
【００５６】
　舗道マーキングは、更に、歩行者、自転車および自動車によるスリップを減じるために
、滑り防止粒子を含むことが多い。滑り防止粒子は、例えば、水晶のようなセラミクス、
酸化アルミニウム、炭化ケイ素またはその他研磨媒体とすることができる。
【００５７】
　あるいは、再帰反射要素は、再帰反射性が有用である、またはそれを必要とする、サイ
ン、個人用安全服およびその他用途に用いる再帰反射シートの光学要素として用いること
ができる。
【００５８】
　本発明の再帰反射要素および物品は、様々な再帰反射物品交通管制装置ならびに航空お
よび船舶に好適である。代表的な交通管制装置としては、例えば、テープ、デカール、ナ
ンバープレートシート、バリケードシートおよびサインシートのような包装製品が挙げら
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れる。その他再帰反射性物品としては、ロールアップサイン、フラグ、バナー、車両マー
キング、セグメント車両マーキング、デカール、パッチ、販売促進用品目、手荷物、書類
鞄、本鞄、バックパック、いかだ、杖、傘、動物首輪、トラックマーキング、トレイラー
カバー、カーテン等が挙げられる。本発明の物品は、物品をバレル、コーン、ポスト、道
路、ナンバープレート、バリケードまたはサイン面に固定するために、非視認面に感圧接
着剤を含む。更に、他の用途において、物品は、建設作業場ベスト、ライフジャケット、
雨具等のような布地の物品の場合によくあるように、布地、靴等に接合または縫製しても
よい。
【００５９】
　本発明の再帰反射物品において、要素の少なくとも一部は、本発明の少なくとも１種類
の再帰反射要素（例えば、第１の再帰反射シートを有する）を含む。このように、本発明
の要素は、（例えば、異なるサイズまたは異なる再帰反射シートを有する本発明の）その
他の再帰反射要素およびその他光学要素（例えば、透明微小球）と組み合わせて用いても
よい。
【００６０】
　様々な光学要素は、本発明の再帰反射要素の視認面に用いても、物品の視認面の本発明
の再帰反射要素と組み合わせて用いてもよい。光学要素は、要素がコアのサイズ、形状お
よび幾何学的配置と適合するのであれば、顆粒、フレーク（例えば、アルミニウムフレー
ク）および繊維のような任意の形状の形態にあってもよい。一般的に、光学要素の屈折率
は約１．５～約２．６である。現在好ましい再帰反射要素寸法については、約０．２～約
１０ミリメートルの範囲の寸法を有し、光学要素の直径は約３０～約３００マイクロメー
トルのサイズ範囲であるのが好ましい。
【００６１】
　「ビーズ」、「グラスビーズ」および「グラス－セラミックビーズ」としてここに記載
された球状透明要素が一般的に好ましい。光学要素は、容易に摩耗され難い無機材料で構
成されているのが好ましい。舗道マーキングに最も広く用いられている光学要素は、ソー
ダライムシリケートガラスでできている。耐性は許容されるものの、屈折率は僅か約１．
５であり、再帰反射輝度が大幅に制限される。ここで用いることのできる改善された耐久
性のある高屈折率のガラス光学要素は、米国特許第４，３６７，９１９号明細書に教示さ
れている。
【００６２】
　破砕強度を増大させるには、ビーズはマイクロクリスタリンであるのが好ましい。
【００６３】
　代表的なマイクロクリスタリンビーズは、米国特許第４，５６４，５５６号明細書に記
載されているような非ガラス質であってもよいし、またはビーズは米国特許第６，４６１
，９８８号明細書に記載されているようなガラス－セラミック材料を含んでいてもよい。
マイクロクリスタリン光学要素はまた、米国特許第４，７５８，４６９号明細書および同
第６，２４５，７００号明細書にも記載されている。光学要素は、引っ掻きおよびチッピ
ングに抵抗性があり、比較的硬く（７００ヌープ硬さを超える）、比較的高い屈折率を有
するように作成されるのが好ましい。
【００６４】
　一般的に、最良の再帰反射効果のために、最良の乾燥再帰反射性を得られる光学要素の
屈折率は約１．５～約２．０、好ましくは約１．５～約１．９である。最良の湿潤再帰反
射性のために、光学要素の屈折率は約１．７～約２．４、好ましくは約１．９～２．４、
より好ましくは約２．１～約２．３である。
【００６５】
　再帰反射要素は、同じ、またはほぼ同じ屈折率を有する光学要素を含んでいてもよい。
あるいは、再帰反射要素は、２つ以上の屈折率を有する光学要素を含んでいてもよい。同
様に、舗道マーキングは、同じ屈折率を有する再帰反射要素（例えば、微小球）、または
２つ以上の屈折率を有する再帰反射要素（例えば、微小球）を含んでいてもよい。更に、
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舗道マーキングは、同じ、または２つ以上の屈折率を有する１つ以上の光学要素と組み合
わせて本発明による再帰反射要素を含んでいてもよい。一般的に、高屈折率を有する光学
要素は、湿潤時に良好に機能し、低屈折率を有する光学要素は乾燥時に良好に機能する。
異なる屈折率を有する光学要素のブレンドを用いるとき、高屈折率の光学要素対低屈折率
の光学要素の比は、好ましくは約１．０５～約１．４、より好ましくは約１．０８～約１
．３である。
【００６６】
　光学要素は着色すると、様々な色を再帰反射することができる。更に、光学要素は、埋
め込む舗道塗料に合った色とすることができる。ここで用いることのできる着色したセラ
ミック光学要素を作成する技術は、米国特許第４，５６４，５５６号明細書に記載されて
いる。硝酸第二鉄（赤色または橙色については）のような着色剤を、存在する金属酸化物
の合計の約１～約５重量パーセントの量で添加してよい。色はまた、特定の処理条件下で
２種類の無色の化合物の相互作用により付与してもよい（例えば、ＴｉＯ2とＺｒＯ2は相
互作用して黄色を生成する）。
【実施例】
【００６７】
　実施例では以下の材料および成分を用いた。
【００６８】
再帰反射シート１：
　ミネソタ州セントポールの３Ｍカンパニー（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｓｔ．Ｐａｕｌ，
Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）より「３Ｍスコッチライト反射ナンバープレートシート（３Ｍ　Ｓ
ｃｏｔｃｈｌｉｔｅ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｌｉｃｅｎｓｅ　Ｐｌａｔｅ　Ｓｈｅｅｔ
ｉｎｇ）、シリーズ３７５０」という商品名で市販されている密閉レンズ再帰反射シート
。
【００６９】
再帰反射シート２：
　露出レンズ再帰反射シートを次のようにして作成した。
　約８％のＺｒＯ2、９％のＡｌ2Ｏ3、３％のＳｉＯ2、６６％のＴｉＯ2、１４％のＣａ
Ｏで作成した以外は米国特許第６，４６１，９８８号明細書の実施例２３と同様の組成の
約２．２６の屈折率を有するガラス－セラミックビーズで作成した。ニューヨーク州プラ
スキーのフェリックスショーラテクニカルペーパーズ社（Ｆｅｌｉｘ　Ｓｃｈｏｅｌｌｅ
ｒ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｐａｐｅｒｓ，Ｉｎｃ．，Ｐｕｌａｓｋｉ，ＮＹ）より入手し
たポリエチレンコート紙を１７５℃まで予熱した。ガラス－セラミックビーズを紙のポリ
エチレン側に流した。ビーズコートシートを、約１７５℃で第２のローラに通過させ、ビ
ーズをその直径の約３０％まで沈めた。ポリビニルブチラールバインダー溶液をノッチバ
ーを用いてビーズコート紙にコートした。バインダーは、３Ｍカンパニー（３Ｍ　Ｃｏｍ
ｐａｎｙ）より「３Ｍスコッチライト反射ナンバープレートシート（３Ｍ　Ｓｃｏｔｃｈ
ｌｉｔｅ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｌｉｃｅｎｓｅ　Ｐｌａｔｅ　Ｓｈｅｅｔｉｎｇ）、
シリーズ３７５０」という商品名で市販されている再帰反射シートで用いたのと同じであ
る。ノッチバーのギャップは０．０８ｍｍであった。スペースコート溶液を１３５℃のオ
ーブンで乾燥させた。次のアルミニウムを蒸着により約９００オングストロームのコーテ
ィング厚さでコートした。熱可塑性フィルム２を約１７５℃まで加熱し、アルミニウムに
ラミネートした。最後に、ポリエチレンコート紙を除去した。
【００７０】
再帰反射シート３：
　屈折率が約１．９２のガラス－セラミックビーズを、ＭｎＯを添加した以外は、米国特
許第６，４７９，４１７号明細書の実施例５に従って作成した。米国特許第６，３５５，
３０２号明細書に記載のやり方でビーズの表面をアルミニウム薄層でコートした。熱可塑
性フィルム２を約１７５℃の温度までローラで予熱した。ビーズをフィルムに流した。ビ
ーズコートシートを、約１７５℃で第２のローラに通過させ、ビーズをその直径の約５０
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％まで沈めて、露出レンズ再帰反射シートを生成した。
【００７１】
再帰反射シート４：
　屈折率が約１．９２のマンガンで着色した黄色のガラス－セラミックビーズを、ＭｎＯ
を１％でなく１．４％添加した以外は、米国特許第６，４７９，４１７号明細書の実施例
７に従って作成した。米国特許第６，３５５，３０２号明細書に記載のやり方でビーズの
表面をアルミニウム薄層でコートした。熱可塑性フィルム２を約１７５℃の温度までロー
ラで予熱した。ビーズをフィルムに流した。ビーズコートシートを、約１７５℃で第２の
ローラに通過させ、ビーズをその直径の約５０％まで沈めて、露出レンズ再帰反射シート
を生成した。
【００７２】
再帰反射シート５：
　ミネソタ州セントポールの３Ｍカンパニー（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｓｔ．Ｐａｕｌ，
Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）より「３Ｍスコッチライト反射材料（３Ｍ　Ｓｃｏｔｃｈｌｉｔｅ
　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌ）－シリーズ６８００高光沢感圧接着フィル
ム（Ｈｉｇｈｇｌｏｓｓ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　
Ｆｉｌｍ）」という商品名で市販されている密閉レンズ再帰反射シート。
【００７３】
舗道マーキングフィルム１：
　米国特許第５，７６３，０００号明細書の１７頁の実施例の表に従って舗道マーキング
フィルムを作成し、約１ｍｍの厚さまでカレンダ加工した。
【００７４】
ポリイソシアネートバインダー前駆体１：
　ペンシルバニア州ピッツバーグのバイエルコーポレーション（Ｂａｙｅｒ　Ｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ，Ｐｉｔｔｓｂｕｒｇ，ＰＡ）より「デズモデュア（Ｄｅｓｍｏｄｕｒ）Ｎ
１００」という商品名で市販されているポリイソシアネート。
【００７５】
ポリオールバインダー前駆体１：
透明ポリオール溶液（イリノイ州サウスホーラントのジブラルタルケミカルワークス社（
Ｇｉｂｒａｌｔａｒ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｗｏｒｋｓ，Ｉｎｃ；Ｓｏｕｔｈ　Ｈｏｌｌａ
ｎｄ，ＩＬ）より入手したもの）は以下のものを含有していると考えられた。
　ミシガン州ミッドランドのダウケミカルカンパニー（ＤＯＷ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ
ｍｐａｎｙ，Ｍｉｄｌａｎｄ，ＭＩ）より「トーン（Ｔｏｎｅ）０３０１」という商品名
で市販されている７９．３ｗｔ－％のポリエステルポリオール
　ペンシルバニア州フィラデルフィアのイノレックスケミカルカンパニー（Ｉｎｏｌｅｘ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，ＰＡ）より「レクソ
レッツ（Ｌｅｘｏｒｅｚ）１４０５６５」という商品名で市販されている６．７ｗｔ－％
の不飽和ポリエステル
　１２．９ｗｔ－％のアセトン、テキサス州ヒューストンのシェルケミカルズ（Ｓｈｅｌ
ｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｈｏｕｓｔｏｎ，ＴＸ）
　１．１ｗｔ％のキシレン、シェルケミカルズ（Ｓｈｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）
　オハイオ州クリーブランドのＯＭＧグループ社（ＯＭＧ　Ｇｒｏｕｐ，Ｉｎｃ．，Ｃｌ
ｅｖｅｌａｎｄ，ＯＨ）より入手可能な１％未満で存在すると考えられるジブチル錫ジラ
ウレート触媒。
【００７６】
ポリオールバインダー前駆体２：
　顔料分散液（ジブラルタル（Ｇｉｂｒａｌｔａｒ）より入手したもの）は以下のものを
含有していると考えられた。
　ミシガン州ミッドランドのダウケミカルカンパニー（ＤＯＷ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ
ｍｐａｎｙ，Ｍｉｄｌａｎｄ，ＭＩ）より「トーン（Ｔｏｎｅ）０３０１」という商品名
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で市販されている４０ｗｔ－％のポリエステルポリオール
　デラウェア州ウィルミントンのデュポン（Ｄｕｐｏｎｔ，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，Ｄｅ
）よりＴｉ－ピュア（Ｐｕｒｅ）Ｒ９６０という商品名で市販されている４４ｗｔ－％の
二酸化チタン
９ｗｔ－％のメチルイソブチル（ｉｓｏｂｕｔｙｕｌ）ケトン、シェルケミカルズ（Ｓｈ
ｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）
　アリゾナ州タクソンのＡＧＭコンテナコントロールズ社（ＡＧＭ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ
　Ｃｏｎｔｒｏｌｓ，Ｉｎｃ．，Ｔｕｃｓｏｎ，ＡＺ）の一部門であるデシカントシティ
（Ｄｅｓｉｃｃａｎｔ　Ｃｉｔｙ）より入手可能な２ｗｔ－％のナトリウムカリウムアル
ミノシリケート
　５ｗｔ－％の分散剤および触媒と考えられるもの。
【００７７】
塗料バインダー１：
　３Ｍカンパニー（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ）より「３Ｍスタマーク液体舗道マーキング１
５００パートＡおよび１５３０架橋剤パートＢ（３Ｍ　Ｓｔａｍａｒｋ　Ｌｉｑｕｉｄ　
Ｐａｖｅｍｅｎｔ　Ｍａｒｋｉｎｇ　１５００　Ｐａｒｔ　Ａ　ａｎｄ　１５３０　Ｃｒ
ｏｓｓｌｉｎｋｅｒ　Ｐａｒｔ　Ｂ）」という商品名で市販されている二成分液体舗道マ
ーキングバインダー。
【００７８】
塗料バインダー２：
　ミネソタ州セントポールのミネソタ州輸送部（ｔｈｅ　Ｓｔａｔｅ　ｏｆ　Ｍｉｎｎｅ
ｓｏｔａ　Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ；Ｓｔ．Ｐａｕ
ｌ，ＭＮ）より入手可能なダイヤモンドフォーゲル（Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｖｏｇｅｌ）製の
ラテックス交通塗料。
【００７９】
熱可塑性バインダー１：
　フロリダ州オーガスティンのインターマック社（Ｉｎｔｅｒｍａｋ　Ｃｏｒｐ．，Ｓｔ
．Ａｕｇｕｓｔｉｎｅ，ＦＬ）より「熱可塑性道路マーキング材料タイプ（Ｔｈｅｒｍｏ
ｐｌａｓｔｉｃ　Ｒｏａｄｍａｒｋｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｔｙｐｅ）ＴＸ９３０－
Ｗ」という商品名で市販されている熱可塑性舗道マーキングバインダー。
【００８０】
収縮可能フィルム１
　ダウケミカルカンパニーより「ダウレックス（Ｄｏｗｌｅｘ）２０４５」という商品名
で入手したＬＬＤＰＥ樹脂を、フィルム厚さが０．３０ｍｍの幅２５ｃｍのロールに押出
した。シートを、ミズーリ州のセントルイスのシグマ－アルドリッチ（Ｓｉｇｍａ－Ａｌ
ｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）より入手可能な９３％のジメチルアクリルアミド
（ＤＭＡ）と、同じくシグマ－アルドリッチ（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）より入手可
能な７％のＴＭＰＴＡの混合物でコートし、ＥＳＩエレクトロカーテン（Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｃｕｒｔａｉｎ）により１８０ｋｅＶの加速電圧で電子ビームで５Ｍｒａｄの線量まで照
射した。フィルムに、ＤＭＡコーティングと同じ側を５Ｍｒａｄの線量で、１８０ｋｅＶ
の電圧で更に照射して、逆側を３Ｍｒａｄの線量および１８０ｋｅＶの電圧で照射して、
１０Ｍｒａｄ（ＤＭＡ側）から逆側の３Ｍｒａｄまでフィルムの線量勾配を得た。フィル
ムを、テンターオーブンにてその融点より高い温度（表面＞１２５Ｃ）で４Ｘ公称で伸張
した。
【００８１】
収縮可能フィルム２
　ダウケミカルカンパニーより「ダウレックス（Ｄｏｗｌｅｘ）２０４５」という商品名
で入手したＬＬＤＰＥ樹脂を、フィルム厚さが０．６４ｍｍの幅２５ｃｍのロールに押出
した。シートを、８７％のＤＭＡと、１３％のＴＭＰＴＡの混合物でコートし、ＥＳＩエ
レクトロカーテン（Ｅｌｅｃｔｒｏｃｕｒｔａｉｎ）により１８０ｋｅＶの加速電圧でｅ
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－ビームで５Ｍｒａｄの線量まで照射した。フィルムに、ＤＭＡコーティングと同じ側を
７Ｍｒａｄの線量で、２８０ｋｅＶの電圧で更に照射して、１２Ｍｒａｄから０Ｍｒａｄ
までフィルムの線量勾配を得た。フィルムを、テンターオーブンにてその融点より高い温
度（表面＞１２５Ｃ）で２．２Ｘ公称で伸張した。
【００８２】
再帰反射要素コア材料－熱可塑性フィルム１
　「ニュクレル（Ｎｕｃｒｅｌ）６００」という商品名でデュポン（Ｄｕｐｏｎｔ）より
入手したＥＭＭＡフィルムを幅２５ｃｍおよび厚さ約０．０５ｍｍのフィルムへと押出し
た。
【００８３】
再帰反射要素コア材料－熱可塑性フィルム２
　８０％ニュクレル（Ｎｕｃｒｅｌ）６００と、２０％の二酸化チタン（Ｔｉ－ピュア（
Ｐｕｒｅ）Ｒ９６０）からなるフィルムを、２０５℃の温度で幅２５ｃｍ×厚さ約０．１
３ｍｍのリボンへ押出した。
【００８４】
再帰反射要素１～８の作成
　再帰反射要素１～８それぞれについて、特に断りのない限り、要素の形状およびサイズ
を変えた。図３ａ～３ｄに示すような様々な断面形状が得られた。特に断りのない限り、
中空と中実の要素の組み合わせが得られた。不連続キャビティを有する要素が最も一般的
であった。変化の少なくともいくつかは、手で切断したことによるストリップの幅の違い
により生じたものと考えられる。
【００８５】
実施例１－再帰反射要素１
　再帰反射シート１の紙ライナを除去し、ミネソタ州セントポールのメイコーティングテ
クノロジーズ社（Ｍａｙ　Ｃｏａｔｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｉｎｃ，Ｓｔ．
Ｐａｕｌ，ＭＮ）製ホットカンラミネータ（Ｈｏｔ　Ｃａｎ　Ｌａｍｉｎａｔｏｒ）を用
いて、再帰反射シートの予め適用しておいた接着剤を収縮可能フィルム１番にラミネート
した。上記の２枚のフィルムを、１０ｆｔ／分のウェブ速度および２０ｌｂのニップロー
ル圧力で圧縮ラミネートした。ラミネートしたフィルムをレーザーの刃で１／４インチ×
１２インチ（６．４ｍｍ×３０．５ｃｍ）ストリップのリボンへと細長く切り、バクスタ
ー（Ｂａｘｔｅｒ）定温オーブン（型番ＤＮ－６３）に１２５℃のオーブン温度で１分間
入れた。断面直径が約２～３ｍｍのシートの丸まったストリップをオーブンから取り出し
、室温まで冷やし、ベルリンペレタイザー（Ｂｅｒｌｙｎ　Ｐｅｌｌｅｔｉｚｅｒ）（型
番ペル（Ｐｅｌｌ）－２、マサチューセッツ州ウォルスター（Ｗｏｒｃｈｅｓｔｅｒ　Ｍ
ａｓｓ））に通して、小さな中空円柱形再帰反射要素へとコイル巻きしたストリップを細
断した。再帰反射要素の長さは２ｍｍ～５ｍｍ、平均は２ｍｍに近く、平均直径は約２ｍ
ｍであった。
【００８６】
実施例２－再帰反射要素２
　実施例１の再帰反射要素をペレット化する前に、丸まったストリップを透明なポリウレ
タントップコートでコートした。１６０グラムのポリイソシアネートバインダー１を１０
０グラムのポリオールバインダー１と混合することによりポリウレタントップコートを作
成した。少量の溶液を手袋をはめた指につけて、丸まったストリップを溶液から引っ張る
ことにより、このコーティングをシートの丸まったストリップにコートした。ポリウレタ
ンを周囲条件で７２時間硬化させた。実施例１と同じやり方で再帰反射要素をペレット化
した。
【００８７】
実施例３－再帰反射要素３
　１６０グラムのポリイソシアネートバインダー１を１００グラムのポリオールバインダ
ー１と混合することにより透明なポリウレタントップコートを作成した。このトップコー
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トをノッチバーを用いて再帰反射シート１にコートした。ノッチバーギャップは約０．０
８ｍｍに設定した。ポリウレタンを周囲条件で７２時間硬化させた。実施例１と同じやり
方で再帰反射要素を作成した。
【００８８】
実施例４－再帰反射要素４
　再帰反射シート２の裏面に５Ｍｒａｄの線量を加速電圧２５０ｋｅＶで照射して、ＥＭ
ＭＡを架橋して、その流動率を減じた。低線量側（ＤＭＡコート側でない）をＥＭＭＡ表
面に対して配置し、層状構造体を１１５℃の温度で循環空気オーブンに入れることにより
、収縮可能フィルム１を再帰反射シートにラミネートした。構造体をオーブンから１分未
満で取り出し、ゴムローラによりラミネートした。ラミネートした構造体にペーパーカッ
ターで１／４インチ（６．３ｍｍ）幅のリボンへ細長く切った。収縮方向がリボンの長さ
に交差するようにした。１２５℃の循環オーブンへトレイに載せて入れて、無制限に収縮
させることにより、リボンをロープへと収縮した。これには約１～３分かかった。ロープ
を手により、長さ２ｍｍ～５ｍｍ、直径約２ｍｍの再帰反射要素へと細断した。
【００８９】
実施例５－再帰反射要素５
　ペーパーカッターで細長く切る前に７層の熱可塑性フィルム１を収縮可能フィルムへラ
ミネートした以外は実施例４と同じやり方で再帰反射要素を作成した。
【００９０】
実施例６－再帰反射要素６
　再帰反射シート３を用いた以外は実施例４と同じやり方で再帰反射要素を作成した。
【００９１】
実施例７－再帰反射要素７
　再帰反射シート４を用いた以外は実施例４と同じやり方で再帰反射要素を作成した。
【００９２】
実施例８－再帰反射要素８
　再帰反射シート５を収縮可能フィルム２にラミネートした。シートの予め適用した感圧
接着剤を、高線量側のＤＭＡコーティングの付いた２５ミルのＬＬＤＰＥ幅出しフィルム
にラミネートした。幅約１０ｍｍ、長さ約２５ｃｍのストリップをダウンウェブ方向に複
合体からストリップを切断した。約４５グラムの質量の重りをストリップの一端に留めた
。ヒートガンをオンにし、最大エアフローに設定した。複合体のストリップを重りの逆側
に保持した。ストリップのＬＬＤＰＥ側をヒートガンに向けた。重りをヒートガンの前か
ら約３ｃｍ以内に動かした。ストリップを１秒当たり約２～３ｃｍに下げた。「ロープ」
へと丸めた後、伸張を測定したところ約１５％であった。ロープの直径を測定したところ
約３ｍｍ（１／８インチ）であった。ロープをレーザーの刃で約３ｍｍ（１／８インチ）
の長さの小さな円柱形要素へと細長く切った。
【００９３】
舗道マーキング１～８の作成
実施例９
　実施例１の再帰反射要素２００ｇを計量し、重りを測定したところ１．６０グラムであ
った。計算を行って、舗道マーキングの要素の所望のコーティング重量を求めた。平均直
径、長さおよび重量に基づいて、１平方センチメートル当たり０．００８グラムのコーテ
ィング重量（すなわち、１平方センチメートル当たり１個の要素）を、８８．７６入口角
のＡＳＴＭ　Ｅ１７１０幾何学的配置にとって最良近くとなるように計算した。
【００９４】
　１００グラムのポリオールバインダー前駆体２を８０グラムのポリイソシアネートバイ
ンダー前駆体１と混合することによりポリウレタン溶液を作成した。この溶液をノッチバ
ーを用いて舗道マーキングフィルム１にコートした。ノッチバーギャップは約０．４ｍｍ
に設定した。コーティング後、５．０１グラムの再帰反射要素をポリウレタンに不規則に
まいた。この例の寸法は幅１０ｃｍ×長さ６４ｃｍであった。
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【００９５】
　再帰反射要素２～８をそれぞれ用いた以外は実施例９と同じやり方で実施例１０～１６
を作成した。各例において、再帰反射要素をまず秤量してから、バインダーに不規則にま
いて、１平方センチメートル当たり約１個の要素を得た。ただし、実施例１６は１平方セ
ンチメートル当たり平均０．５個の要素であった。
【００９６】
実施例１７
　塗料バインダー１をアルミニウムパネルに約０．３ｍｍの厚さで適用した。これを行っ
て、塗料の道路表面へのスプレーをシミュレートした。実施例２の再帰反射要素を、１平
方センチメートル当たり約１個の要素となるようにバインダーに不規則にまいた。
【００９７】
実施例１８
　塗料バインダー２を用いた以外は実施例１７と同じやり方で実施例１８を作成した。
【００９８】
実施例１９
　熱可塑性塗料バインダー１をアルミニウムパネルに約０．３ｍｍの厚さで適用した。こ
れを行って、塗料の道路表面への熱可塑材の押出しをシミュレートした。適用温度は約２
０５℃であった。実施例２の再帰反射要素を、１平方センチメートル当たり約１個の要素
となるようにバインダーに不規則にまいた。
【００９９】
実施例２０
　再帰反射シート１のこのストリップを幅約４ｍｍに手で切断した。シートの非視認面に
、幅１／２インチ（１３ｍｍ）のスコッチ（Ｓｃｏｔｃｈ）ブランドの両面テープ（Ｃａ
ｔ．１３７，３Ｍ　Ｐａｒｔ　Ｎｏ．３４－８５０７－７６９１－４）を適用した。接着
剤が内側となるように、ストリップを手で理髪店のポールのスタイルで巻き付けた。シー
トは約２ｍｍの間隔で重なった。形成されたコイル巻きしたシートの直径は元のシートの
厚さの約４倍であった。これらのコイル巻きしたシートストリップを長さ約６ｍｍの再帰
反射要素へと手で切断した。
【０１００】
実施例２１
　実施例２０に記載した方法を再帰反射シート２でそのまま繰り返して再帰反射要素を作
成した。
【０１０１】
実施例２２
　再帰反射シート１のこのストリップを幅約４ｍｍに手で切断した。幅１／２インチ（１
２．７ｍｍ）のある長さのテープを一端に留め、長さに沿って捻って、粘着性のあるほぼ
丸いロープを形成した。接着剤側がテープから作成されたロープ周囲となるように、再帰
反射シートストリップを理髪店のポールのスタイルで手で巻き付けた。この形成されたロ
ープ形状の直径は元のシートの厚さの約５倍であった。これらを長さ約６ｍｍの要素へと
手で切断した。
【０１０２】
実施例２３
　１ミルの低密度ポリエチレンスキン層と、シェル（Ｓｈｅｌｌ）より「クラトン（Ｋｒ
ａｔｏｎ）Ｇ－１６５７」という商品名で入手したスチレン－エチレン／ブチレン－スチ
レンブロックコポリマーからなる４ミルのコアとを有する多層エラストマーフィルム（米
国特許第６，４３６，５２９号明細書参照）を、周囲温度で機械方向に手によりその未伸
張寸法の約４００％まで伸張した。剥離ライナを再帰反射シート１から除去し、シートの
非視認面に予め適用しておいた感圧接着剤を露出した。接着剤側を手で伸張したフィルム
へプレスした。それから、１／２インチストリップをフィルムを伸張した方向に法線で切
断した。長さに沿ったストリップの端部を、互いに丸めて、シートの端部が接触するよう



(20) JP 4584938 B2 2010.11.24

10

20

30

40

にした。丸めたストリップは、端部で直径約３／１６インチの円形断面を有していた。接
着剤は、やや結合せず、多角形の断面を形成した。丸めたストリップは離散要素へと切断
することができる。
【０１０３】
比較例Ａ
　３Ｍカンパニー（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ）より「３Ｍスタマーク高性能テープ（３Ｍ　
Ｓｔａｍａｒｋ　Ｈｉｇｈ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔａｐｅ）シリーズ３８０」とい
う商品名で市販されている舗道マーキングテープの一片を、幅１０ｃｍ×長さ５１ｃｍの
アルミニウムパネルに適用した。この製品は、隆起部に適用される約１．７５の屈折率の
セラミックビーズがＴｉＯ2バインダーに埋め込まれたパターン化舗道マーキングテープ
である。
【０１０４】
比較例Ｂ
　３Ｍカンパニー（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ）より「３Ｍスタマーク（３Ｍ　Ｓｔａｍａｒ
ｋ　Ｔａｐｅ）シリーズ５７３０」という商品名で市販されている舗道マーキングテープ
の一片を、幅１０ｃｍ×長さ５１ｃｍのアルミニウムパネルに適用した。この製品は、約
１．５の屈折率のガラスビーズがＴｉＯ2充填バインダーに埋め込まれた平坦舗道マーキ
ングテープである。この舗道マーキングの再帰反射性能は、塗料か熱可塑性舗道マーキン
グ材料のいずれかにビーズを含む、道路に適用された多数の舗道マーキング材料の良い代
表例である。
【０１０５】
比較例Ｃ
　３Ｍカンパニー（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ）より「３Ｍスタマーク湿潤反射舗道マーキン
グテープ（３Ｍ　Ｓｔａｍａｒｋ　Ｗｅｔ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｐａｖｅｍｅｎｔ　
Ｍａｒｋｉｎｇ　Ｔａｐｅ）シリーズ８２０」という商品名で市販されている舗道マーキ
ングテープの一片を、幅１０ｃｍ×長さ５１ｃｍのアルミニウムパネルに適用した。この
製品は、密閉レンズビーズ再帰反射シートを用いて作成されたパターン化舗道マーキング
である。
【０１０６】
試験方法
　１．ＡＳＴＭ　Ｅ１７１０に記載された乾燥条件下で、入口角８８．７６度、観測角１
．０５度で再帰反射輝度（ＲL）係数を測定した。測定単位はｍｃｄ／ｍ2／ｌｘである。
【０１０７】
　２．ＡＳＴＭ　Ｅ２１７６－０１に記載された湿潤条件下で、入口角８８．７６度、観
測角１．０５度で再帰反射輝度（ＲL）係数を測定した。測定単位はｍｃｄ／ｍ2／ｌｘで
ある。この試験方法は、雨の際の動作をシミュレートするものである。
【０１０８】
　３．ＡＳＴＭ　Ｅ２１７７－０１に記載された湿潤条件下で、入口角８８．７６度、観
測角１．０５度で再帰反射輝度（ＲL）係数を測定した。測定単位はｍｃｄ／ｍ2／ｌｘで
ある。この試験方法は、雨の後の動作をシミュレートするものである。
【０１０９】
　４．ニューヨーク州ニューヨークのリーバブラザース（Ｌｅｖｅｒ　Ｂｒｏｔｈｅｒｓ
，ＮＹ，ＮＹ）より「ウルトラダブ（Ｕｌｔｒａ　Ｄｏｖｅ）」という商品名で市販され
ている）約３ｃｃの食器洗い石鹸を、約８リットルの水と混合し、石鹸溶液を舗道マーキ
ング例にスプレーしてからＡＳＴＭ　Ｅ２１７７－０１に従って測定した以外は、ＡＳＴ
Ｍ　Ｅ２１７７－０１と同様に再帰反射輝度（ＲL）係数を測定した。これを行って、道
路での風化後の実際の舗道マーキング湿潤反射性をより良好にシミュレートするために、
表面張力を減じた。
【０１１０】
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【表１】

【０１１１】
　結果によれば、例証の再帰反射要素全ては、舗道マーキングおよびその他再帰反射物品
に用いるのに好適であることが分かる。実施例１２および１３は、比較例Ｃに比べて石鹸
による湿潤反応性が増大したことを示した。しかしながら、比較例Ｃの場合のように、再
帰反射シートでカバーされた視認面と比べて再帰反射シートの面積に基づいて僅か約１４
％の量を用いた。実施例１２および１３の乾燥再帰反射性は、比較例Ａより低かった。こ
れは、効率的に光を再帰反射するために、この構造体の光学諸特性が上部の水層に頼って
いるためである。実施例１２および１３は、湿潤反応性を向上させるのに有用であり、そ
の他の再帰反射要素または光学要素（例えば、ガラスビーズ）と組み合わせて、乾燥反応
性を提供することができる。実施例１４および１５は、比較例Ｃに比べて乾燥反応性が大
幅に増大したことを示した。実施例１４および１５を作成するのに用いた再帰反射シート
の量（すなわち、面積）は比較例Ｃに比べて僅か約１４％であった。入射光線を再帰反射
するために、このタイプのシートは空気界面に頼っているため、実施例１４および１５の
石鹸による湿潤反射性もまた低かった。実施例１４および１５は、乾燥反応性を向上させ
るのに有用であり、実施例１２および１３のようなその他の湿潤再帰反射要素と組み合わ
せることができる。実施例１６は、キューブコーナ光学要素を有する再帰反射シートを利
用した。比較例Ｃに比べて、面積基準で僅か約７％の量のシートを用いた。はるかに高レ
ベルの乾燥および湿潤性能が得られた。実施例１０および１７～１９は、比較例Ａおよび
Ｂよりも良好な再帰反射輝度を示し、用いた再帰反射シートの量を減じたため、低コスト
となると考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】再帰反射要素を含む本発明の再帰反射物品の例証の斜視図である。
【図２】例証の再帰反射要素の拡大斜視図である。
【図３ａ－３ｄ】例示的な要素の端部および／または断面の説明図である。
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【図４】再帰反射要素を含む本発明の再帰反射物品の例証の斜視図である。
【図５】本発明による例証のラミネートを示す。

【図１】

【図２】

【図３ａ】

【図３ｂ】

【図３ｃ】

【図３ｄ】
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【図４】

【図５】
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